



第五次愛媛情報スーパーハイウェイ機器等の借入れ及び保守運用管理業務委託
調達仕様書案に係る意見招請依頼書









令和８年２月６日
愛媛県企画振興部デジタル戦略局
スマート行政推進課

１　本意見招請依頼の目的
愛媛情報スーパーハイウェイは、県内の市町村や教育機関に高速・安全な通信サービス、及び愛媛県庁と各地方局を結んだ庁舎間ネットワークを提供している基盤であり、平成13年（2001年）４月に運用が開始されました。当該ネットワークは令和８年11月末に４度目の更新時期を迎えるところですが、近年の行政のデジタル化に伴う通信量の増加に伴う対応、及び政府が推進するガバメントクラウドの利用促進に向けて、クラウド環境との接続時に柔軟で可用性の高い接続形態を求めるなど、新たな活用方法を要望する声が接続者からも届いています。
本意見招請は、次期ネットワークである第五次愛媛情報スーパーハイウェイ機器等の借入れ及び保守運用管理業務の委託に係る調達仕様書案（以下「調達仕様書案」という。）を事前に公表し、応札可能事業者からのご意見等を幅広く受け付けることで、本調達仕様書の実現可能性を高めるとともに、公正、公平な内容となっているかを確認するために行うものです。
なお、今回いただいたご意見を参考に、本県で検討の上、本調達仕様書の修正を行う予定です。全てのご意見を反映させる訳ではありませんのでご了承ください。

２　現時点での調達仕様書案及び依頼事項
（1） 現時点での調達仕様書案の提供について
[bookmark: _Hlk220931701]現時点での調達仕様書案については、現行の当該ネットワークに関する情報等が含まれますので、情報管理及びセキュリティ等の観点から、別紙１「第五次愛媛情報スーパーハイウェイ機器等の借入れ及び保守運用管理業務委託調達仕様書案に係る意見招請依頼に関する秘密保持誓約書」をご提出いただくことを条件に電子媒体（CD-R等）、またはファイル転送システムによるファイル送信で提供します。当該資料の提供を希望する場合は、秘密保持誓約書を（３）まで提出の上、申請してください。
（2） 依頼事項
調達仕様書案に対し、改善すべき項目、加除修正すべき項目等について、具体的な意見を求めます。
なお、以下のような意見が想定されますが、その他調達仕様に必要な意見等があれば御提案願います。
（例）
・「○○○○」という項目を調達仕様に盛り込むべき。
・「○○○○」の機能の要件として「△△△△」を盛り込むべき。
・「○○○○」の項目にある「△△△△」という機能は弊社のサービスでは提供できない。代替として「＊＊＊＊」という手段・機能は提供可能。
・「○○○○」という項目は、「△△△△」という代替手段によれば、より費用等の削減が可能。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等
（3） 秘密保持誓約書及び意見提出先・連絡先
　　　愛媛県企画振興部デジタル戦略局スマート行政推進課
スマート行政情報グループ
　　　〒７９０－８５７０
　　　愛媛県松山市一番町四丁目４番地２
　　　電話　　０８９－９１２－２２８９
[bookmark: _Hlk221004161]　　　メール　smartgyouseisuishin@pref.ehime.lg.jp
※秘密保持誓約書を電子メールにてお送りいただく際、件名は「【意見招請】第五次愛媛情報スーパーハイウェイ借入・保守秘密保持誓約書の送付」としてください。
（4） 意見提出の期限
令和８年２月20日（金）
（5） 意見提出の方法
別紙２「第五次愛媛情報スーパーハイウェイ機器等の借入れ及び保守運用管理業務委託調達仕様書案に係る意見書」に意見を記載の上、必要に応じ参考資料を添えて、上記（３）の担当課あてに、上記（４）の期限までに、電子メール、郵送等の方法により提出してください。
